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論 文 内 容 の 要 旨

本 研究 の 目的は、交渉 行動 にお け る社会 的動機 の重 要性 を証 明す るこ とで ある。交渉 時に

人々は さま ざまな行動 を とるが、行動 の背後 にある動機 には どのよ うな ものがあ り、それ らは

互いに どのよ うに関連す るのか とい う問題 を、社会心理学的な観 点か ら検討 した。具体的には、

最 終提案交渉(ultimatumbargaining)と よばれ る構造化 された資源交渉場面 で被験者 の反応 を観

察 し、なぜ低額の提案 が拒否 され るのかについて社会的動機 の観 点か ら考察 した。

人々の利害関心や価値観 は必ず しも同 じではないため、対立の生 じる こと1ま避 け られ ない。

その とき、利害 を調整す る有効 な方法 と して、当事者 同士が相互作用 を行 い、解決策 を見 出 し
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てい くや り方が ある。 この方法 は交渉(negotiation[bargaining])と よばれ る。交渉は どち らか

一方の 当事者 に対 して好 ま しい結果 をもた らすだ けではない
。 多 くの場合、双方に とって好 ま

しい結果 を達成す ることが可能 である。

しか しなが ら、交渉の当事者 はそのよ うな機 会を十分活用 で きず、次善の解決策 に甘ん じた

り、 しば しば決裂す る ことが知 られ てい る(e.g.,Pruitt&Carnevale,1993;Thompson,1990)。 本

研 究の問題 関心 もここか ら出発 してい る。互いに合意 可能 な交渉 において も、なぜ人 々は しば

しば望ま しい解決 策に到達 できない のだろ うか。本研 究では、交渉が合 意に達す るか否か の別

れ 目となる最終的な意 思決 定場 面に注 目し、その際の人々の反 応 と動機 を検討す ることによっ

て、 この問題 を明 らかに したい。

本研 究の特色は、交渉行動 の社会的動機 の役 割に焦点を当ててい る点 にある。 交渉研究 のア

プ ローチは、個人差アプ ローチ、認知 アプローチ、動機 づ けアプ ローチ の3つ に大別 され るが、

動機 づ けアプ ローチに よる研 究はまだ不十分で ある。無論 、交渉者 の動機 づ けに注 目した行動

モデルは これまで もい くつか提起 され てい る。 しか し、いずれ のアプ ローチにおいて も交渉者

の動機 として取 り上げ られてい る関心 は、経済的利益の最 大化 で ある。交渉の大 きな 目的 が利

害 の不一致 を解決す ることであ る以上 、争点 となってい る経 済的資源の分配 に注意が向きやす

い のは当然 とい える。 ただ、 もし人 々が資源獲得の動機 のみに もとついて交渉 を行 うのであれ

ば、次善策に甘ん じた り、交渉 が行 き詰 まるこ とはないはず であ る。本研 究で は、人々の交渉

行動が資源 獲得の動機 だけでな く、公平 の回復や同一性 の保護 、制裁 の行使 とい った社会的動

機 によって も影 響 を受 ける と仮定す る。そ して、交渉が不本 意な結果 に終わ る原 因のひ とつは、

む しろ社会的動機 の重要性 が軽視 され ているこ とにあると考 える。

また、そ もそ も交渉研 究におけ るもっ とも重要なテーマは、 どの よ うに合意 を得 るか、 どの

よ うに互いの利害 を統合す るかにある。実践場面か らの この よ うな問題 関心 に回答す るために

は、交渉 を科学的かつ詳 細に観察す るこ とが必要で ある。無論 、実験的知見か らただちに実践

的で有効 な指針 を得 ることは困難 であろ う。 しか し、実験 的手法 を通 じて交渉の 「構造」 を明

らか にす ることによって、有益 な処方的示唆 を得 る可能性 が拓 け ると期待 され る。 その意味で

も、交渉の基礎 的過程 に注 目す る本研究のアプ ローチは有益 であ ると考 える。

本論文の構成

本論文 は全7章 か ら構成 され る。第1章 で は、社会心理学 の分野で交渉が どの よ うに研究 さ

れ て きた かを概 説 した。交渉 の基本 的定義や、現在 の交渉研 究 にお いて主 要な アプ ローチ と

なってい る個人差アプ ローチ、認知 アプローチ、動機づ けアプ ローチを述べ 、社 会心理学 にお

ける交渉研究 の位 置づ けを試 み た。つ いで本研 究 で取 り上 げ る社 会 的動機 と して公平 回復動
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機 、同一性保護 、制裁行使 につ いて説 明 し、それ らが交渉研 究の流れのなかで どの よ うな意 味

を もつのかについて考察 した。第2章 では、実験的な交渉研 究にお ける方法論 について述べ た

後 、最終提案 交渉 をは じめ としたい くつ かの交渉パ ラダイムを紹 介 し、交渉研 究のなかでそれ

らが果 たす役割 につ いて論 じた。第3章 では、最終提案 交渉研 究の動 向を概観 した後 、受 け手

の行 動に関す る基本仮説 につ いて実験 的検討 を行った。 第4章 、第5章 、第6章 の各章では、

交渉 にお ける社 会的動機 の役 割 に関す る第1章 の議論 を実験 的 に検討 した。 とくに第6章 では

受 け手の行動 に関す る心理学的モデル を提起 した。 さらに、得 られた知見 を統合 した上 で、手

続 き的公 平 とい う新 たな観点 か ら受 け手 の行動分析 を試 み、本論 文で筆者 が提起 したモデル と

の対応 を考察 した。第7章 では本研究 の議論 をま とめ、提起 され たモデルの評 価 とその意 味に

ついて論 じた。

交 渉 とは な に か

交 渉 とは 、利 害 の不 一 致(divergenceofinterests)を 解 決 す る 目的 で 、2者 以 上 の 当事者 が相

互作 用 を行 い 、共 同 で 意 思決 定 を 行 う過 程 を意 味す る(Carnevale&Pruitt,1992;Carroll&Payne,

1991;Pruitt&Carnevale,1993)。 交 渉 当事 者 に は個 人 だ けで な く集 団 や 組 織 も含 まれ るが 、本 研

究 で は2者 間 の 交渉 問 題 に限 定 す る。 利 害 の不 一 致 とは 、利 益 や 損 失 に対 す る考 え方や 意 見 の

異 な っ て い る当事 者 が、 自分 の立 場 を主 張 して 譲 らな い 状 態 を意 味 す る。 よ り操 作 的 に は 、利

害 の 不 一 致 とは 、 両者 に とっ て採 択 可 能 な い くつ か の選 択肢 が あ る とき に、 当事 者 に よっ て選

択 肢 に対 す る選 好(pre飽rence)が 異 な って い る状 態 と定 義 され る。

なぜ最終提 案交渉パ ラダイム なのか

まず最終提案 交渉 の手続 きを説 明 した後 に、本研 究で設 定 した問題 を検討す るた めに、なぜ

最終提案交渉パ ラダイ ムを採用す るのかについて述べ る。2人1組 となった被験者は与え られ

た資源Sを 分配す るよ う求 め られ る。その資源 は何 らかのイ ンプ ッ トに対す る報酬 といった も

ので はない。 両者 の間に事前 の勢力差 は仮 定 されず互い に対等の関係 にあ り、通常は初対 面で

あ る。 分配に際 して、一方は分け手役、他方 は受 け手役 を割 り当て られ る。分 け手は資源5か

ら自由に 自分の取 り分 ∂ を決 め、S一 ∂ を相手の取 り分 と して提案す る。 ここで受 け手 はそ

の提 案 を受容 す るか拒否す るかを決定す る。受 け手がその提案 を受 け入れれ ば交渉は成 立 し、

両者 は分 け手の提案通 りの資源 を得 る ことができる。 しか し受 け手がそ の提案 を拒香すれ ば交

渉は決裂 し、両者 は何 も得 られ ない。

最終提案交渉が注 目され たのは、分 け手お よび受 け手の行 動がゲー ム理論 の予測か らは説 明

が 困難 なこ とか らであった。す なわち、人々は 自己利益の最大化 をめ ざす とい う観点か らす れ
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ば、分 け手 は0以 外 の もっ とも少 ない資源 を受 け手 に提案 し(分 け手は資源5の ほ とん どすべ

て を取 り分 として要求す る)、 受 け手は 「何 もも らえない よ りは ま し」 と考 えて、 どの よ うな

低額提案 でも受容す ると予想 され るが、分 け手 は均等額 を受 け手 に提案す る傾 向があ り、また

受け手はあま りに少額 の提案 に対 してはそれ を拒否 しやすい こ とが知 られてい る。

注 目の契機 はプ レイヤーの行動 に関す る合理的 な予測が成立 しない とい う理論的関心であっ

たか もしれ ないが、最 終提案 交渉 には現実 の交渉が もつ ある重要 な局面、す なわ ち最終的に相

手の提案 を受 け入れて合 意す るか、それ を拒否 して交渉 を決裂 させ るか とい う局面が含 まれて

い る。 た とえば大抵の小売店では売 り手が価格 を決定す るが、買 い手 はその価格で買 うか ど う

かを決定 しなければな らない。 この現 実的な状況 には最終提案交渉 にお ける 「伸 るか反 るか」

の構造 が存在す る。無論 、給与に関す る労使交渉や企業間の契約取 引な どのよ うに、提案 を交

互に呈示 し合意点 を探 る交渉 も多い。 しか しこ うした継時的交渉 においても、 当事者 は各 提案

ご とに受容か拒否かの選択 を迫 られ る。拒否 はまさに交渉決裂の危険性 を含んでい るので、い

ずれ の提案 も最終提案 交渉の側 面を もっ と考 え られ る。それ ゆえ、最終提案交渉 はすべての交

渉に共通す る本質的局面を あ らわす もの といえる。

交 渉研 究 の 目標 のひ とつ が合意形 成過程 の理解 にあ る とす れ ば、交 渉の最終局 面にお け る

人 々の行動 を検討す ることは 当然 必要 となろ う。 また、最終提案交渉 は現実 の交渉状況を非常

に単純化 してい るが、当事者 間で利 害の不 一致 が生 じかつ各 当事者 の解決策 に対す る選好 が異

なる とい う点 で、交渉が生 じるための基本構造 はシ ミュ レー トされ ている。本研究で最終 提案

交渉パ ラダイ ムを採用す るひ とつの理 由は この点 にある。つ ま り最終提案交渉 は交渉状況を抽

象化 しているので、交渉過程 を実験的に検討す るこ とに適 してい る。 また先 に述べた よ うに、

最終提案交渉 は現実の交渉構 造 を的確 に反 映 してい るので、 このパ ラダイムを用いた実験結果

を現 実の交渉過程の理解 に応 用す ることが可能 である。

しか し本研究で最終提 案交渉パ ラダイムを採用す るもっ とも重要 な理 由は、交渉行動の基礎

とな る当事者 の社会的動機 を特定 しや すい点にある。従来、社会 心理学 的交渉研究 において一

般 的に用 い られて きたパ ラダイムは、交渉者 ど うしの 自由な話 し合 いを分析す る非制限的な交

渉課題 であった。非制限的パ ラダイムは現 実の交渉状況 を忠実 に模 している とい う利 点はあ る

が、交渉行動 が予想外の要因 による影 響を受けやす く、行動 の解釈 が困難 になる とい う側 面 も

あ る。 そのため本研究の よ うに交渉者 の動機 に注 目した分析 を行 う場合 は、行動 の動機 を特定

しやす いパ ラダイ ムが望ま しい。

ただ、交渉構造 の抽象化や 当事者に よって選択可能 な方略が制約 され ることは、現実の交渉

にみ られ る多様 な方略選択過程や創造 的な解決策 の発見過程の分析 を困難 にす る とい う欠 点 も

あ る。 さらに交渉手続 きの単純化 によって生 じる他 の問題 は、最終提案交渉 の手続 きそれ 自体
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が交渉者 の心理状 態 に影響 を与 える可能性 があ るこ とで ある。 た とえば、Murnighan&Pillutla

(1995)は 、分 け手役 は受 け手役 よ り結果 に対す るコン トロール カが あ り有利 だ と知覚 されやす

い こ とを指摘 してい る。 しか し標準的 な最終提案交渉 において、分 け手 と受 け手の役割 を決定

す るのは実験者で あるため、受 け手役 に割 り当て られ た被験者 は この手続 き自体 に対 して不公

平 を知覚す るか も しれない。

研究成果の概要

本研究の問題 関心は、客観 的 には合意可能な交渉 が、なぜ しば しば不調 に終 わるのか とい う

点 にあった。 筆者 の行 った一連 の研 究結果か ら導 かれ る、この問題 に対す るひ とつ の回答は、

交渉時の人々の関心は、経 済的利 益の最大化だけでな く、公平 回復 をは じめ とした さま ざまな

社 会的価値 の実現に向け られ てお り、 ときに後者が前者 を凌駕す る とい うもので ある。 客観 的

には合意可能 な交渉 が妥結 しない とい うことは、争点 となってい る資源 を どれだ け多 く獲得 で

き るか とい う関心のみ に もとついて交渉当事者 が行動す るわ けで はない ことを意味す る。 つま

り、交渉行動 にお よぼす資源獲得動機 以外の社会的動機 の存在が示唆 され るこ とにな る。 そ し

て、交渉行動 を規 定す る さま ざまな社 会的動機 の基盤 とな ってい るのは公平 関心で あることが

示 された。 以下に各章 の議論 を要約す る。

第1章 では、交渉者 は 自己利益 の最 大化 にのみ関心 を払 うとい う従来 の交渉研究の仮 定に対

して その限界 を指 摘 した。 この仮定 は、現在 の交渉研 究 の主要 アプ ロー チで ある個人 差ア プ

ローチ、認知 アプ ローチ、動機づ けアプ ローチすべてに反 映 されてい るこ とが先行研 究の概観

か ら明 らか となった。そ こで、公平 回復 、同一性保護 、勢力行使 とい った複 数の社会 的動機 を

仮 定す る研究枠組み を提案 し、その有効性 を考察 した。

第2章 では、社会的動機 の影響 を具体 的に検討す るためのパ ラダイム として、最終提案交渉

を取 り上げ、その利点 として、このパ ラダイムは交渉状況 を極度 に抽象化 してい るに もかか わ

らず現実 の交渉構造 を的確 に反映 している こと、 さらに交渉 当事者 の具体的行動 か ら社会的動

機 を特定 しやすい こ とを指摘 した。

第3章 では、最終提案交渉研究 の動 向を概観 した後 、基本仮説 にっいて実証 的な検討 を行 っ ズ

た。最終提案交渉 にお ける低額の不均等提案 は、ゲー ム理論 に もとつ く自己利益追求仮説か ら

す る と決 して拒否 され ることはない とされ てきた(e.9.,Binmore,Shaked,&Sutton,1985)。 受 け

手 は分 け手 の提案 を受 け入れた場合 にのみ利得があるので、 どんな不均等 な提案 でも受容 す る

こ とが合理的選択だか らで ある。 しか し心理学的研究で は、分 け手 が均等 な提案 を した ときに

受 け手 の受容率が最大で、不均等 な提案 に対 しては受容率が低下す るこ とが見 いだされて きた

(e.g.,Gi曲,Schmittberger,&Schwarze,1982)。 この結果に対 す るひ とつの有力 な説明は、受け手
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の分配的公平 関心 を強調す るものである(e.g.,Mumighan&Pillutla,1995;Thaler,1988)。 資源 分

配 な どの社会 的状況において人 々が他者 の行動やその結果 を公 平 の観点か ら評価 した り反応す

る こ とは 多 くの 研 究 者 に よっ て 明 らか に され て きた(e.g.,Tyler,Boeckmann,Smith,&Huo,

1997)。 研 究1の 結果か ら、受 け手 は分 け手か ら出 され た不均等提案 を不公 平 と知覚す る と、そ

の分 配的不公 平 を回復 しよ うと動機 づ け られ るこ とが示 され た。 不均等提 案 を拒否す るこ と

は、互 いの利益 を0に す るが、利得 の不均衡 を是正す ることが可能 だか らで ある。

第4章 お よび第5章 では、受 け手 の行動 を規定す る他 の社 会的動機 の可能性 にっいて検討 し

た。す なわち、不均等提案 に よって喚起 され る受 け手の動機 には、分配的公平回復だ けでな く

同一性保護や制裁行使 といった社会的 関心 が含まれ るとい う点で ある。第4章 では、同一性損

傷知 覚か ら喚起 され る同一性保護動機 を検討 した。分配的公 平回復 の不可能 な交渉状 況におい

て も受 け手 は しば しば提案 を拒否す る ことが筆者の行った実験 で観察 され、 これは受 け手 が分

け手の意 思決 定を拒否す るこ とで望ま しくない 自己イ メージ を否定 しよ うとす るものである と

解釈 され た。 同一性損傷知 覚か ら喚起 され るも うひ とつの社 会的動機 は制裁 行使 であ り、第5

章で検討 され た。受 け手は資源 の均等性 をたんに回復す る選 択 よ りも、分 け手 の利得 を低 くす

る選 択 を行 う傾 向が示 された。 これ は、受 け手 が自己に対す る否定的評価 を払拭 しよ うとす る

だ けでな く、不当な処遇 を与 えた分け手の利得 を低 くす るこ とによって、積極的 に制裁 しよ う

と動機 づ け られてい ることを示唆す る。 これ ら2つ の社会的動機 はいずれ も受 け手 と分け手の

地位 の均衡回復を 目指す とい う共通点 をもっ ことか ら概念的 に統合可能 だ と考 え られ る。 受 け

手 の地位 均衡 に対す る関心は 同一性 に対す る脅威や損傷の知覚 によって喚起 され ると述べ た。

で は同一性損傷知覚は どこか ら生 じるのだ ろ うか。最終提案交渉 におけ る直接的 な評価対象 が

分 け手 の提案のみである以上、基本的には提案 に対す る不公 平評価 が公平 回復動機 とともに同

一性損傷知覚 を生起 させ ると考 え られ る
。 しか しそ の不公 平評 価 の影響 が分配的観 点か らの評

価 にのみ もとついて生 じてい るか どうか は議論 が必要で ある。手 がか りのひ とつ は第5章 で示

され たよ うに、不均等提案 に対す る公 平評価 が分 け手の意図性 の有無 で異 なっていた ことに求

める ことができる1。受 け手 はルー レッ トによって確率的 に決定 され た不均等提案 よ り分け手 自

身 に よって意図的に決定 され た不均等提案の公 平性 を低 く評価 した。 このこ とは公平の意 味に

関 して2つ の可能性 を示唆す る。ひ とつ は、従来か ら指摘 され てきた結果 の公平性 にもとつい

た分配 的公平 関心であ り、 も うひ とつは交渉のルールや提案過程 の公平性 にも とついた手続 き

的公 平関心である。通常、人 々は2つ の公平関心を ともにもつ と考 え られ るが、最終提案 交渉

において これ らの公平 関心 が どのよ うな影響 を与えるか とい う問題 は これ まで十分 には分析 さ

1第5章 の研究6に お ける提案 の公平評価 は必ず しも分配的公 平 に限定 した ものではなかった
。
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れて こなかった。

第6章 では、低額 の不均等提案 に対す る受 け手の拒否 は、 自己利益や単純 な分配的公平関心

だけでな く、交渉状 況に含 まれ る手続 き的公平評価 に規定 され ることが示 され た。受 け手 は利

得 の相対的比較だ けでな く、分 け手 によって どの よ うに扱 われ たか とい う観 点か らも交渉過程

を評価 してお り、不 当に扱 われた とい う知覚 は強い否定 的反応 を引き起 こした。 これ らの研 究

全体 を通 して、構 造化 された資源 交渉 において も被験者 は さま ざまな社会 的関心 にも とついて

行動 してお り、交渉行動 にお ける社会心理 学的要因を考慮す る ことの重要性 が確認 された。

最終提案交渉にお ける受 け手の行動モデル

第6章 で示 され た受 け手の行 動モデルでは、大き く分 けて交渉状況 、認知評価、動機 の3つ

の心理過程が受 け手 の行 動を規定す る と仮 定 され た。交渉状況 は さらに提案 と交渉手続 きに分

け られ る。最終提案 交渉の受 け手は、 まず分け手か ら示 され る提案額 とその分配過程 に注 目す

る。交渉手続 きには役割 の決 定手続 きや分け手 の中立性 な どが含 まれ る。

ただ研究8で 示 された よ うに、役割決定手続 きの公平性 に よって受 け手の最終的 な意思決定

は影響 を受 けなかった。 最終提案交渉 にお けるこの よ うな交 渉以前 の手続 きはそもそ も交渉結

果 に大 きな影響 をお よぼ さないのか も しれない。現実場面 では、通 常、当事者 は どの よ うな リ

スクのも とで交渉す るか承知 した上で、実際の交渉 に入 ることが多い と考え られ る。た とえば

中古 自動車 を売買す る場合 、 中古車 に関す る情報 が不均衡 であ る以上、買い手は欠陥車 を高 く

買 わ され る リス クを承 知の上で交渉 に臨む ことにな る。最終提案 交渉において も、交渉参加 を

決定 した時点で、被 験者 は役 割決定 な どの前交渉段 階の手続 きに含 まれ る リスクを受 け入れ る

必要が ある。 その よ うな リス クを回避す るには、交渉参加 それ 自体 をあき らめる しか ない。た

だHo伽an,McCabe,Shachat,Smith(1994)は 、役割決定 の際 に被験者 ど うしにゲームを行わせ、'

その結果 によって分け手役 を割 り当て た結果、役割 を勝 ち取 った分 け手は 自分に有利 な提案 を

行いやす く、また受 け手はそれ を受容 しやすかった ことを報 告 してい る。本論文 の研 究8と は

異 な り、被験者 自身が役割 決定 に関与す ることで資源分配 に対す る権利意識 が生 じ、役割 を勝

ち取 った分 け手は不均等な分配 を正 当化 しよ うとしたのか もしれない。役割決 定手続 き と、そ

の手続 きによつて しば しば生 じる資源 に対す る正当性 の知覚 に関 してはまだ一貫 した知見が得

られてお らず今後の検討 を要す る問題 といえ る。Ho伽anetal.(1994)の 研 究に限っても、論理

的 には役割獲得ゲームに よって正 当化 され るのは役割 の割 り当てだ けであ るに もかかわ らず、

役割 を勝 ち取 った参加者 が 自分 に有利 な取 り分を得 ることまで も正 当化 して しま う心理的 メカ

ニズムを明 らか にす る必要が ある。

不均等提案の拒否 モデル において仮定 され る心理過程 は、交渉状 況に対す る評価 と動機過程
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で ある。提案 に対 して は分配的公平評価、交渉手続 きに対 しては手続 き的公平評価が行 われ る。

低い分配 的公平評価 は公平 回復動機 を喚起 させ ると ともに、 同一性損傷知覚 を生起 させ る。 一

方、手続 き的不公平評価 は地位 の不 均衡 を意味 し、や は り同一性損傷知覚 を強 める。 同一性 損

傷知覚は同一性保護動機 を強 く喚起 し、 自己の地位 を向上 させ るか相手 の地位 を低 下 させ るこ

とによって、交渉者 は 自他 間の地位均衡 の回復 を試み る と考 え られ る。その結果、資源 と地位

の不均衡 を解 消す るために、受 け手は低額提案 を拒否す る と考 え られ る。

経済 的資源か ら社会 的資源 の分配へ:価 値 変換装置 と しての公 平関心

このよ うに純粋 に資源 を巡 って行われ る交渉 におい て、なぜ 社会的動機 が喚起 され、それ が

人 々に とって重要な意 味 をもつ よ うに なるのだろ うか。 ひ とつの可能性 は、交渉過程 におい て

は、経済的 な資源調整 が資格 や地位 といった社会 的な資源分配 を同時に反 映す る とい うもので

あ る。同一性 に関 わ る他 者 か らの 承認や 尊 重 は社会 的資 源 の ひ とつ と考 え る こ とがで き る

(Buss,1986;Foa,Converse,T6rnblom,&Foa,1993)。 この よ うに、経済的 な ものか ら心理学 的

な ものへ と交渉者 の関心 を転換 させ る働 きを担 うのが公 平評価 で ある。経済的資源 を不公平 に

分配す ることは相手 を不 当に扱 うこ とを意味す る。資源分配 の受 け手 は相手に よる不 当な扱 い

に敏感 に反応す る。筆者が行 った一連 の研究か らも、不均等提案 に対す る受 け手の拒否 は、た

ん に結果 が不公平 であ った こ とだけで な く、む しろ分 け手 が不公 平 に分 けよ うとした こ とに

よって引き起 こされた こ とが繰 り返 し示唆 された。 当事者 は、交渉 において物質的資源 を分配

してい るだけでな く、 同時に資格や地位 といった社会的資源 の分配 を も行 ってい ると仮 定 され

る。逆 にいえば、人 々が公平 な結果や 手続 きに対 して強い こだ わ りを もつのは、経済的資源 の

獲得だ けでな く、社会的地位 の達成 と維持 に関心を抱いてい るか らだ と思われ る。その意味で、

交渉における公平評価は、人々の経 済的関心 を社会的関心に変換す る役割 を果たす と考え られる。

合意可能な交渉 が しば しば不調 に終わ るのはなぜか。序章 で提起 した この問い に対す る社会

的動機論アプ ロー チか らのひ とつの答 えは、相手の行動 によって、交渉者 の関心が社会 的な も

のへ変換 された ことに交 渉者 自身が気 づかないため とい うものであ る。 交渉初期の争点であ っ

た経済的 な利害調整 にのみ注意 が向 けられ、新 たに期待 され る社会 的資源分配が効果 的に行わ

れ ないこ とがその原 因 と考え られ る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

交渉 とは利害の不一致 を解決す る 目的で人々が相互作用 を行 い、共同で意思決定 を行 う過程
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である。社会心理 学におい ては、従来、交渉者 の情報処理 に焦点 を当てた認知的アプ ローチ が

優勢だ ったが、論者 は杜会的動機 変数 を導入す るこ とに よって交渉行動 のよ り精緻な解 明 を試

みた。客観 的 には含 意可能 な交渉が しば しば不調 に終 わるこ とにっいて、論者 は、経済的利益

の最大化だ けでな く、公 平回復な ど種 々の社会 的価値 の実現 に交渉者 が動機づ け られ、 これ が

彼 らの行動 を規定す るた めで ある と仮 定 した(第1章)。

先行研究の批判 的検討 を通 して、公 平回復 、同一性保護 、勢力行使 といった複数の社会的動

機が基本的研究枠組 み と して提示 され るが、 これ に基づ く諸仮説 を検証す るために論者 が用い

た方法は最終提案 交渉パ ラダイム とい う実験方法で ある。 これ は、2者 間 において資源 分配 を

ただ1回 の提案で決す るものであ る。 分け手 は全資源か ら任 意 に 自己の取 り分 を決め、残 りを

受 け手の取 り分 として提案 す る。受 け手が受諾すれ ば両者 は提案通 りの資源 を得 るが、拒 否す

れ ば交渉は決裂 し、両者 とも何 も得 られない。 これ は妥結か決裂 か とい う現実 の交渉の最 終局

面 をシュ ミレー トした ものだが、含 まれ る要素 が少 な く場面制御 が容易 であるこ とか ら、交渉

行動 に関す る上記 の仮説検 証 に適 してい るとして論者 カミ採用 したものである(第2章)。

自己利 益最大化仮説 に よれ ば、最終提案交渉で は受 け手は取 り分ゼ ロ以外の どんな提案 も受

け入れ るはずであ るが、実際には、均等提案 を した ときに受 け手 の受容率 は最大で、不利 な提

案 に対 しては受容率 が低 下す ることが過去 の研究で見いだ されて きた。 これ を再確認 した研 究

1で は、不利 な提案 の拒否 は受 け手 が これ を不公平 と知覚 したせ いであ り、拒否 は公 平回復 に

動機 づ け られてい ることを示 した。提案拒否 は互い の利益 をゼ ロにす るこ とによって利得 の不

均衡 を是正す る選択 であ ると解釈 され た(第3章)。 、

論者 は更に、受 け手 の行動 を規定す る他 の社会的動機 として 同一性保護 と制裁行使 に注 目し

た。公 平回復 が事実上不 可能 な状況 においても不利 な提案は拒否 され るこ とを研 究2、 研 究3

において確認 し、 これ は不利 な提案 が含意す る否定的 同一性 を受 け手が拒否 しよ うとす るため

で ある と論 じた(第4章)。 研 究4、 研 究5で は、受 け手 が不利 な提案 を した分 け手 に対 して

公平回復 に加 えて罰 を望 む ことを明 らかに し、交渉状況 において制裁 もまた交渉者の行動 を規

定す る重要な動機 であ ることを示 した。 これ ら2種 類 の社会的動機 はいずれ も受 け手の地位 回

復 とい う共通点があ り、 これ らは同一性損傷知覚 に由来す る。そ うした知覚 をもた らす第1の

要因は提案 の不公平 さ(分 配 的不公平)で あるが、第2の 要因 として、交渉のルール 自体や提

案が行 われ る手続 きに関す る不公平感(手 続 き的不公平)が ある と論者 は主張 し、 これ が交渉

研 究で は従来 まった く無視 され てきた こ とを指摘 した(第5章)。 これ らの議論 を踏 まえて、

論者 は最終提案 交渉 にお け る受 け手 の行動 に関す る心理学的モデル を提案す る。 これは、交渉

状況(提 案内容 と提案手続 き)、 認 知的評価(分 配的公 平、手続 き的公 平、同一性損傷 な ど)、

動機(公 平回復、同一性保護 、制裁行使 な ど)な どか ら成 る意志決定モデルで ある。研 究7、
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研究8は 、 このモデル を構成す る諸変数 の うち、 これまで検討 され る ことのなか った手続 き的

公平 に焦点を当てた ものであ る。 回帰分析 の結果はモデル に一致 して、提案額 の均等性 は分配

的公平評価 を高め、分 け手の 中立性 と役割決定の適切 さは手続 き的公平評価 を高 めた。 さらに、

これ ら2種 類 の公平評価 はそれぞれ提案 の受容 を独 立 に規定す る ことが見いだ された。 これ ら

の結果は、提 案内容 の評価 だけでな く、手続 きに対す る公平評価 も交渉時 におけ る人々の行 動

を規定す ることを示す もので ある(第6章)。

最終第7章 では、、最終提案 交渉パ ラダイ ムのよ うな純枠 に資源交 渉の場 において も、なぜ 社

会 的動機が喚起 され 、それ が交渉者 に とって重要 な意 味を もつ よ うにな るのか、その心理学的

仕 組み を考察 した。論者 は、提案 を通 して試 み られ る経 済的 資源 調整 は、当事者 の資格 ・権

利 ・地位 といった社会 的資源 の分配 を同時に反映す る と主張す る。 同一性知覚 に示 され る他者

か らの承認や 尊重 は こ うした社会的資源 の一面 である。 そ して、経 済的価値 か ら社会的価値へ

と交渉者 の関心 を転換 させ るのが公平評価 であろ うと論ず る。 不公 平な資源分配 は相手 を不 当

に扱 うとい う象徴 的意 昧を持 ってい る。 書い換 える と、人々は交渉において物質 的資源 を分配

す るだけでな く、社会的資源 の分配 をも行 ってい る。 そ して後者は しば しば交渉者 自身 に よっ

て明確 に 自覚 されない ことが、交渉 を困難 にす る一 因で ある。合意可能な交渉 が しば しば不調

に終わ るのはなぜか とい う当初 の問い に対す る社会 的動機 論ア プローチか らのひ とつの答 えが

これであ る。

本論文は、最終提案交渉 とい う特殊 なパ ラダイム を用いて交渉行動 とその心理過程 を実験 的

に検討 した。パ ラダイ ムの 固定 は知見 の多義性 を排 し、仮説検証 の積み重ね を可能に したが、

反面 、成果 の適用範囲 は限定 され る。 しか し、堅実な仮説検証 の手法 を用い、交渉の最 終局面

を切 り取ってその心理学的構造 を解 明 したこ とは高 く評価 され る もので、その成 果は、社会 心

理学 だけでな く、交渉研究 に携 わ る他 の隣接社会科学に とって も有益 な もので ある。 よって、

本論文 の提出者 は、博士(文 学)の 学位 を授 与 され るに十分 な資格 を有す るもの と認 め られ る。
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